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�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
立
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

一

測
量
施
行
者

国
立
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

国
立
市
北
二
丁
目
及
び
大
字
谷
保
各
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
十

日
ま
で

�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
二
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
狛
江
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

一

測
量
施
行
者

狛
江
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

狛
江
市
岩
戸
南
一
丁
目
及
び
駒
井
町
一
丁
目
各

地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
二
十

五
日
ま
で

�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

一

施
行
者
の
名
称

町
田
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

町
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
三
十

四
号
本
町
田
金
森
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日
か
ら
平
成
二
十

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

町
田
市
金
森
字
六
号
地
内

使
用
の
部
分

な
し

�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条

の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
確
認
検
査
機
関
か
ら
変

更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

名
称

変
更

事
項

変
更
前

変
更
後

変
更
年
月
日

財
団
法

人
東
京

都
防
災

・
建
築

ま
ち
づ

住
所

渋
谷
区
渋
谷

一
丁
目
十
五

番
九
号

美

竹
ビ
ル

渋
谷
区
渋
谷

二
丁
目
十
七

番
五
号

シ

オ
ノ
ギ
渋
谷

ビ
ル
八
階

平
成
二
十
二
年

二
月
十
五
日
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く
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セ
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タ
ー

同
右

確
認
検

査
の
業

務
を
行

う
事
務

所
の
所

在
地

同
右

同
右

同
日

�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
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び
法
第
六

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
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び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
施

行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
及
び
障
害
者
自

立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関

す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
九
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎
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�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
法
第
六

十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
並
び
に
障
害
者
自
立
支
援
法
施

行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
及
び
障
害
者
自

立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関

す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
九
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎
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�
東
京
都
告
示
第
百
二
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自

立
支
援
医
療
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
及
び
障
害
者

自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
三
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎
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公

告

環
境
影
響
評
価
法
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に

つ
い
て

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
及

び
調
布
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
に
係
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
を

次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

一

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

東
京
都
知
事

石
原
慎
太
郎

二

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

�

名
称

京
王
電
鉄
京
王
線
（
笹
塚
駅
〜
つ
つ
じ
ヶ
丘
駅
間
）
連
続
立

体
交
差
化
及
び
複
々
線
化
事
業

�

種
類

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
に
よ
る

普
通
鉄
道
に
係
る
鉄
道
施
設
の
改
良
の
事
業

�

規
模

延
長
約
八
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

三

都
市
計
画
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

調
布
市
、
世
田
谷
区
、
杉
並
区
及
び
渋
谷
区

四

法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
六
条
第
一
項
の
都
市
計
画
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受

け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
範
囲

調
布
市
、
世
田
谷
区
、
杉
並
区
、
渋
谷
区
及
び
三
鷹
市

五

方
法
書
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

�

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
（
都

庁
第
二
本
庁
舎
二
十
一
階
北
側
）
並
び
に
世
田
谷
区
役
所
、
渋

谷
区
役
所
、
杉
並
区
役
所
、
三
鷹
市
役
所
及
び
調
布
市
役
所

�

期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月
八
日
ま
で
。
た
だ

し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

�

時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六

意
見
書
の
提
出

方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る

者
は
、
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

意
見
書
の
記
載
事
項
等

意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

�

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人

そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
方
法
書
の
名
称

�

方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
意

見
は
、
日
本
語
に
よ
り
、
意
見
の
理
由
を
含
め
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。
）

八

意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先

�

提
出
期
限

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

�

提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

平

山

博

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
村
山
市
秋
津
町
一
丁
目
二
十
六

番
三
十
九

東
村
山
市
秋
津
町
一
丁
目
二
十

六
番
地
十
一

小
俣

ハ
ツ

東
久
留
米
市
小
山
三
丁
目
五
百
二

十
三
番
一

清
瀬
市
上
清
戸
二
丁
目
三
番
十

一
号

株
式
会
社
セ
イ
リ
ン
グ
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

櫻
井

立
家

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
�
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
�
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
�
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を
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添
え
て
、
平
成
二
十
二
年
二
月
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

一

店
舗
名

あ
き
る
野
と
う
き
ゅ
う

二

店
舗
所
在
地

あ
き
る
野
市
秋
川
一
丁
目
十
七
番
一
ほ

か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア

四

設
置
者
住
所

目
黒
区
上
目
黒
一
丁
目
二
十
一
番
十
二

号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

川
島

宏

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

高
橋

一
郎

八

変
更
日

平
成
十
七
年
五
月
二
十
六
日

九

届
出
日

平
成
二
十
二
年
一
月
七
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
六

月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日

東
京
都
知
事

石

原

慎
太
郎

一

店
舗
名

ザ
・
プ
ラ
イ
ス
千
住
店

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
千
住
三
丁
目
二
番
地

三

設
置
者
名

株
式
会
社
イ
ト
ー
ク
リ
エ
イ
ト

四

意
見

ア

聴
取
者

足
立
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

平
成
二
十
二
年
二
月
八
日
か
ら
同
年
三
月
八
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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